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法務省民商第２７号

令 和 ５ 年 ２ 月 ２ 日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（公印省略）

民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行に伴う供託事務の取扱いにつ

いて（通達）

（ 。 「 」民事訴訟法等の一部を改正する法律 令和４年法律第４８号 以下 改正法

という ）の一部が本月２０日から施行されますが、これに伴う供託事務の取。

扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾のないよう、貴管下供託

官に周知方取り計らい願います。

なお、本通達中、引用する条文は全て改正法による改正後のものです。

記

第１ 本通達の趣旨

本通達は、改正法に基づき、民事裁判手続において犯罪被害者等の住所、

氏名等を相手方当事者に秘匿する制度（民事訴訟法（平成８年法律第１０９

） 。 「 」 。） 、号 第１編第８章等 以下 秘匿制度 という 等が創設されたことから

これに伴う供託事務の取扱いについて、留意すべき事項を明らかにするもの

である。

第２ 秘匿制度及び供託命令の概要

１ 秘匿制度について

(1) 秘匿決定

民事訴訟手続において申立て等をする者又はその法定代理人 以下 申（ 「

立人等 という の住所 居所その他その通常所在する場所 以下 住」 。） 、 （ 「

所等」という ）又は氏名その他当該者を特定するに足りる事項（以下。
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「氏名等」という ）の全部又は一部が相手方当事者に知られることに。

よって当該申立人等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれが

あることにつき疎明があった場合には、裁判所は、申立てにより、決定

で、住所等又は氏名等の全部又は一部を秘匿する旨の裁判（以下「秘匿

決定」という ）をすることができることとされた（民事訴訟法第１３。

３条第１項 。）

(2) 代替事項の定め

裁判所は、秘匿決定をする場合には、当該秘匿決定において、当該秘

匿決定の対象となった申立人等（以下「秘匿対象者」という ）の住所。

又は氏名に代わる事項（以下「代替事項」という ）を定めなければな。

らないこととされた（民事訴訟法第１３３条第５項前段 。この場合に）

、 、 、おいて 当該代替事項を当該事件並びにその事件についての反訴 参加

強制執行、仮差押え及び仮処分に関する手続において記載したときは、

民事訴訟法その他の法令の規定の適用については、当該秘匿対象者の住

所又は氏名を記載したものとみなされることとされた（同項後段 。）

(3) 他の法律における準用

(1)及び(2)の各規定は、民事訴訟手続以外の民事裁判手続（民事執行

手続、民事保全手続等）においても準用されることとされた（民事執行

法（昭和５４年法律第４号）第２０条、民事保全法（平成元年法律第９

１号）第７条等 。）

２ 供託命令について

次の(1)又は(2)のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権

者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の

履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令を発すること

ができることとされ（民事執行法第１６１条の２ 、第三債務者は、当該）

命令の送達を受けたときは、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭

を債務の履行地の供託所に供託しなければならないとされた（同法第１５

６条第３項 。）

(1) 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について秘匿決定がさ

れたとき。

(2) 債務名義に差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に係る代替

事項が表示されているとき。
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第３ 秘匿決定がされた事件に関する供託事務の取扱い

１ 供託の受理における事務の取扱いについて

(1) 供託書の取扱い

供託書には、供託者又は被供託者の氏名及び住所を記載しなければな

（ （ 。 「 」 。）らないが 供託規則 昭和３４年法務省令第２号 以下 規則 という

第１３条第２項第１号、第６号 、裁判上の保証供託の場合であって、）

供託者又は被供託者の氏名又は住所につき秘匿決定がされているとき

は、代替事項の記載をもってこれらに代えることができることとする。

この場合には、供託書の備考欄に、供託者又は被供託者の氏名又は住所

について秘匿決定がされている旨の記載を要する。

(2) 代理人の権限を証する書面の取扱い

供託者の氏名又は住所について供託書に代替事項が記載されている場

合には、規則第１４条第４項に規定する代理人の権限を証する書面（以

下「代理権限証書」という ）と併せて、代替事項に係る氏名又は住所。

を明らかにする裁判所書記官作成の証明書を提示することを要する。た

だし、委任による代理の場合であって、代理権限証書に供託者の氏名又

は住所につき秘匿決定がされている旨が記載されている場合には、当該

記載をもって、当該証明書に代えることができるものとする。

(3) 電子情報処理組織による供託の取扱い

電子情報処理組織を使用して供託をする場合においても、上記(1)と

同様に、申請書情報として、代替事項に係る情報を送信することができ

る（規則第３９条第１項参照）ものとし、代理権限証書に代わるべき情

報の取扱いについては、上記(2)と同様とする。

２ 供託物の払渡しにおける事務の取扱いについて

(1) 供託物払渡請求書の取扱い

請求者が秘匿対象者である場合における供託物払渡請求書には、当該

請求者の氏名及び住所を記載することを要するものとする（規則第２２

条第２項第８号。なお、民事訴訟法第１３３条第５項の規定は、適用さ

れない 。。）

(2) 還付を受ける権利を有することを証する書面等の取扱い

還付を受ける権利を有することを証する書面又は取戻しをする権利を

有することを証する書面として添付すべき書面（規則第２４条第１項第
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１号、第２５条第１項）に代替事項が記載されている場合には、当該書

面と併せて、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記官

作成の証明書を添付することを要するものとする。

配当によって供託物の払渡しをすべき場合において、支払委託書（規

則第２７号書式から第２８号の２書式まで）及び支払証明書（規則第２

９号書式）に代替事項が記載されている場合においても、同様とする。

３ 閲覧又は証明の事務の取扱いについて

(1) 申請書の取扱い

供託に関する書類の閲覧の請求（規則第４８条）又は供託に関する事

項の証明の請求（規則第４９条）の請求者が秘匿対象者である場合にお

いても、申請書には、当該請求者の氏名及び住所を記載することを要す

るものとする（規則第３３号書式、第３４号書式。なお、民事訴訟法第

１３３条第５項の規定は、適用されない 。。）

(2) 供託につき利害の関係があることを証する書面の取扱い

(1)の請求者が供託につき利害の関係を有することを確認するために

必要なときは、代替事項に係る氏名又は住所を明らかにする裁判所書記

官作成の証明書を添付することを要するものとする。


